
1名

1名

日常動作訓練室 イベント時に使用します

浴室 座位用機械浴1室・一般浴1室

機能訓練指導員 ご利用者の機能訓練を計画・実施します。

4.設備の概要

デイルーム兼食堂 1室

機能訓練室 1室

介護職員 3名以上
ご利用者の日常生活上の介護・機能訓練及び健康維持のための相

談・助言を行います。

看護職員 ご利用者の健康状態の確認・相談・助言を行います。

管理者 1名 運営に関することの統括を行います。

生活相談員 1名以上
ご利用者の日常生活上の相談に応じ、生活支援し、必要に応じて

他の機関等との調整を行います。管理者不在時、管理者代行します。

通常の事業の実施地域 三浦市内

3.事業所の職員体制（1日あたり）

職種 人数 職務内容

運営方針

要介護状態等になった場合においても、可能な限り居宅において、その有

する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、さらにご利

用者の社会的孤立感の解消と心身の機能維持、並びにご利用者の家族の

身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話、

または支援、機能訓練等を行う。また、ご利用者の意思及び人格を尊重し、

常にご利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

サービス提供時間 9：30～16：30

サービス内容

事業者が管理運営する特定の施設に通って、当該施設において入浴及

び食事の提供（これらに伴う介護を含む）、生活等に関する相談・助

言・健康状態の確認、その他ご利用者に必要な日常生活上の世話、並

びに機能訓練を行うサービス。

休業日 土曜日・日曜日

特別休業日 12月30日・31日・1月1日・2日・3日/台風・大雨を伴うときなど

営業時間 8：30～17：30

開設年月日 平成11年5月28日

利用定員 地域密着型通所介護・介護予防通所介護相当サービス・共生型生活介護合わせて18名

営業日 月・火・水・木・金・祝日

電話番号 046-881-6700

管理者氏名 岩元　真弓

2.事業所概要

事業所の種類 地域密着型通所介護・介護予防通所介護相当サービス

指定番号 三浦市指定第1472700143号

事業所の名称 リハビリ＆デイサービス　アーブル・ヴェール

設立年月日 平成10年3月4日

1.施設経営法人概要

法人名 社会福祉法人　啓生会

法人所在地 神奈川県三浦市三崎町諸磯1411番１

事業所所在地 神奈川県三浦市三崎町諸磯1411番１

社会福祉法人　啓生会

リハビリ＆デイサービス　アーブル・ヴェール　運営規程

　　　当事業所は、契約者に対して、地域密着型通所介護、介護予防通所介護相当サービスを提

　　供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次

　　のとおり説明いたします。

代表者名 理事長　井上　洋明

電話番号 046-881-6700



事業所は、自ら提供したサービスに係るご利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。

氏名 ：山口　雅主（マサカズ）　　住所 ：東京都港区 資格 ：弁護士

第三者委員

三浦市高齢介護課

受付時間　　　：8：30～17：15

電話　　　　　：046-882-1111（土・日・祝日・年末年始除く）

住所　　　　　：神奈川県三浦市城山町1-1

神奈川県国民健康保険
団体連合会

受付時間　　　：8：30～17：15

電話　　　　　：045-329-3447（土・日・祝日・年末年始除く）

住所　　　　　：神奈川県横浜市楠町27番地1

被保険者証・診察券等を持参して来ていただき、職員との引き継ぎをお願いします。

8.苦情処理の体制

当施設苦情窓口

苦情解決責任者：施設長　井上　政江

窓口担当者　　：管理者　岩元　真弓

受付時間　　　：8：30～17：30（月・火・水・木・金・祝日）年末年始を除く

電話　　　　　：046-881-6700

その他 ご利用者同士の金品の受け渡しは固くお断りいたします。

7.緊急時の対応

サービスご利用中に発熱・その他体調の変化や緊急事態が見られたときには、あらかじめ

定めた緊急連絡先（ご家族）に連絡するとともに、主治医に連絡する等の措置を講じます。ま

た、主治医への連絡が困難な場合は救急搬送させていただきます。その際、病院に健康保険

喫煙 喫煙スペースで喫煙できます。

入浴
入浴サービスを利用する際は、事前の体調チェックを行うものとし、

本人の意思にかかわらず、入浴を中止する場合があります。

貴重品 紛失時・破損時には責任を負いかねます。

持ち込みの制限 衛生管理上、食べ物の持ち込みはご遠慮ください。

施設・設備の使用上の
注意

①故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、

施設設備を壊したり、汚したりした場合には、ご利用者の自己負担

により原状に復していただくか、または相当の代価をお支払いいた

だく場合があります。

②事業者の職員や他のご利用者に対して、迷惑を及ぼすような宗教

活動、政治活動、営利活動を行うことができません。

16:30 送迎 16:30 送迎

6.サービスにあたっての留意事項

13:30 入浴 13:30 機能訓練

15:30 おやつ 15:30 おやつ

12:30 口腔ケア 12:30 送迎

休憩

11:45 口腔体操

12:00 昼食

　8:30 送迎

　9:30 機能訓練

16:30 送迎

3グループ 4グループ

13:30 機能訓練

15:30 おやつ

12:30 口腔ケア 12:30 送迎 食事

休憩 13:30 送迎

11:45 口腔体操

12:00 昼食

　8:30 送迎 　8:30 送迎

　9:30 入浴 　9:30 機能訓練

面接室 1室 静養室 1室

5.プログラム

1グループ 2グループ

トイレ 車椅子用トイレ2室・一般女性用2室・一般男性用2室



連絡先 ：03-5401-1861 受付時間 ：9：00～17：00（平日のみ）

氏名 ：濱田　慶一（ケイイチ） 住所 ：逗子市小坪 資格 : 歯科医師

連絡先 ：046-873-8865 受付時間 ：9：00～17：00（平日のみ）

事業者は、従業員の資質の向上を図るため研修の機会を次のとおり設けます。

非常災害時に際しては、この法人が別に定める防災計画により行います。

防災訓練では、ご利用者の参加を求める事があります。

11.業務継続計画の策定

　感染症や、非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、

　職員に周知し、必要な研修を行います。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて

業務継続計画の変更を行います。

使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すなど衛生管理に十分に留意するものとし、また、

感染症の発生、及びまん延を防止するために必要な措置を講じます。

13.秘密保持

事業者は、業務上知り得たご利用者、及びその家族に関する秘密、及び個人情報については、ご利用者

または第三者の生命、身体等に危険がある場合や、ケアマネージャーとの連絡調整、ケアカンファレン

ス、職員会議など正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後も第三者にもらすことはあり

ません。従業者が退職後も同様とする。

14.事故発生時の対応

15.地域との連携

事業者は、その運営にあたっては、ご利用者、ご利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する

圏域の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護等に知見を有する者等により構成される協議会

（運営推進会議）を設置し、おおむね6ケ月に1回以上運営推進会議にたいし活動状況を報告し、運営推

進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望・助言等を聴く機会を設けます。

地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。

16.虐待防止のための措置に関する事項

事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業

　　　者に周知徹底を行う。

（２）虐待防止の指針を整備し、必要に応じ見直しを行う。

（３）従業者に対し、虐待の防止のための研修を年２回実施する。

（４）上記措置を適切に実施するために管理者を担当者として置く。

（５）成年後見制度の利用支援

（６）苦情解決体制の整備

17.身体拘束等の適正化の推進

事業者は、身体拘束適正化を図るため、以下の措置を講ずる。

（１）身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得

         ない理由を記録すること。

　ます。また、ご利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、

　自らの責めに帰すべき事由による場合には、この限りではありません。

外部研修 随時

10.非常災害対策

12.衛生管理

　事業者は、ご利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、ご利用者のご家族、関係機

　関に連絡し、必要な措置を講じると共に、当該事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し

第三者委員

9.従業者の研修

採用時研修 採用後1ケ月以内

内部研修 毎月1回



（２）身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果

         について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

（３）身体拘束適正化のための指針を整備すること。

（４）介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

18.協力医療機関

利用者の緊急時の対応は、前項７のとおりであるが、次のとおり協力医療機関を定める。

協力医療機関名：三浦メディカルクリニック

19.職場におけるハラスメントの防止
事業者は、適切なサービスを提供する観点から、職場において行われる性的言動又は優越的な関係を背景

　とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを
　防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。

20.利用者負担金

（１）介護保険給付サービス

地域密着型通所介護、または介護予防通所介護相当サービスを利用した場合の利用料の額は三浦市が別に

定める額によるものとし、当該地域密着型通所介護、または介護予防通所介護相当サービスが法定代理受

領であるときは、その1割の額とする。一定所得以上のかたは、2割、または3割の場合があります。

＊サービス提供体制強化加算Ⅰ　（要支援１）
1割　102円、2割　203円、3割　304円

＊サービス提供体制強化加算Ⅰ　（要支援２）
1割　201円、2割　401円、3割　601円

＊科学的・介護推進体制加算　40単位/月
　１割　47円/月、２割　93円/月、３割　139円/月
　

29,172

⑪ ⑤－⑪　利用者負担額（円） 1506 6207 1,389 12,503

3
割

⑩ ⑤×70％　国保連給付（円） 3,511 14,483 3,239

33,340

⑨ ⑤ー⑧　利用者負担額（円） 1004 4138 926 8,335

2
割

⑧ ⑤×80％　国保連給付（円） 4,013 16,552 3,702

37,507

⑦ ⑤－⑥　利用者負担額（円） 502 2,069 515 4,168

1
割

⑥ ⑤×90％　国保連給付（円） 4,515 18,621 4,628

⑤ ④×10.54　地域加算（円） 5,017 20,690 5,143 41,675

④ 合計単位数（単位） 476 1,963 488 3,954

要支援2
1～4回目は1回につき 月5回以上は1月につき 1～8回目は1回につき 月9回以上は1月につき

333

3,621

② 総利用　　単位数（単位） 436 1,798 447 3,621

基本単位 436 1,798 447

【要支援1・要支援2・事業対象者】
要支援1・要支援2・事業

週1回程度 週2回程度
対象者の方は、1回の料金×

利用回数、または1月の料金 事業対象者

サービスコード A61113 Ａ61111 A61123 A61121

①

③ ②×9.2％　処遇改善加算Ⅰ（単位） 40 165 41

事業対象者

　となります 要支援1



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

⑨

⑩

1
割

⑧×90％　国保連給付（円） 5,738 6,412 7,085 7,740

9,359

合計単位数（単位） 605 676 747 816 888

8,423

⑧ー⑨　利用者負担額（円） 638 713 788 860 936

22

入浴加算（選択）（単位） 40 40 40 40 40

⑤×9.2％　処遇改善加算Ⅰ（単位） 51 57 63 69 75

総利用　　単位数（単位） 554 619 684 747 813

695

個別機能訓練加算Ⅰイ（選択）（単位） 56 56 56 56 56

要介護5
9：30～13：30
サービスコード 781246 781247 781248 781249 781250

２
グ
ル
ー

プ
食
事
あ
り

サービス提供時間
要介護１ 要介護2 要介護3 要介護4

基本単位（単位） 436 501 566 629

サービス提供体制強化加算Ⅰ 22 22 22 22

⑦×10.54　地域加算（円） 6,376 7,125 7,873 8,600

6,293

⑧ー⑬　利用者負担額（円） 1844 2059 2274 2479 2697

3
割

⑧×70％　国保連給付（円） 4,300 4,802 5,304 5,784

1
割

⑧×90％　国保連給付（円） 5,529 6,174 6,820 7,436

7,192

⑧ー⑪　利用者負担額（円） 1229 1373 1516 1653 1798

2
割

⑧×80％　国保連給付（円） 4,915 5,488 6,062 6,610

8,990

合計単位数（単位） 583 651 719 784 853

8,091

⑧ー⑨　利用者負担額（円） 615 687 758 827 899

22

入浴加算（選択）（単位） 40 40 40 40 40

⑤×9.2％　処遇改善加算Ⅰ（単位） 49 55 61 66 72

総利用　　単位数（単位） 534 596 658 718 781

663

個別機能訓練加算Ⅰイ（選択）（単位） 56 56 56 56 56

要介護5
9：30～12：30/13：30～16：30

サービスコード 781241 781242 781243 781244 7812452
.
4
グ
ル
ー

プ

サービス提供時間
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4

基本単位（単位） 416 478 540 600

サービス提供体制強化加算Ⅰ 22 22 22 22

⑦×10.54　地域加算（円） 6,144 6,861 7,578 8,263

11,524

⑧ー⑬　利用者負担額（円） 3007 3482 3972 4455 4939

3
割

⑧×70％　国保連給付（円） 7,016 8,122 9,266 10,395

13,170

⑧ー⑪　利用者負担額（円） 2005 2321 2648 2970 3293

2
割

⑧×80％　国保連給付（円） 8,018 9,283 10,590 11,880

14,816

⑧ー⑨　利用者負担額（円） 1003 1,161 1324 1485 1647

1
割

⑧×90％　国保連給付（円） 9,020 10,443 11,914 13,365

⑦×10.54　地域加算（円） 10,023 11,604 13,238 14,850 16,463

合計単位数（単位） 951 1,101 1,256 1,409 1,562

⑤×9.2％　処遇改善加算Ⅰ（単位） 80 93 106 119 132

総利用　　単位数（単位） 871 1,008 1,150 1,290 1,430

890 1,032 1,172 1,312

サービス提供体制強化加算Ⅰ 22 22 22 22 22

入浴加算（選択）（単位） 40 40 40 40 40

サービスコード 781441 781442 781443 781444 781445

【要介護1～5】1回あたり　リハビリ＆デイサービス　アーブル・ヴェール

1
.
3
グ
ル
ー

プ

サービス提供時間
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

9：30～16：30

個別機能訓練加算Ⅰイ（選択）（単位） 56 56 56 56 56

基本単位（単位） 753



⑪

⑫

⑬

⑭

＊科学的・介護推進体制加算　40単位/月
　１割　47円/月、２割　93円/月、３割　139円/月
＊入浴・機能訓練加算ありの金額です

（2）その他の費用
　昼食代 800円
　おやつ代 50円
　キャンセル料 1・３グループは850円

昼のみ希望者は800円、おやつのみ希望者は50円
　医学部外品代 材料費実費
　コピー代 1枚につき10円 サービス記録用紙はいつでも閲覧できます
　特別行事参加費 実費相当額 事前に参加申し込みが必要です

附則
　1.この規程は、平成13年04年01日より施行する。
　2.この規程は、平成13年07年01日より一部変更する。
　3.この規程は、平成13年11年01日より一部変更する。
　4.この規程は、平成14年04年01日より一部変更する。
　5.この規程は、平成14年08年01日より一部変更する。
　6.この規程は、平成15年04年01日より一部変更する。
　7.この規程は、平成17年10年01日より一部変更する。
　8.この規程は、平成18年04年01日より一部変更する。
　9.この規程は、平成21年04年01日より一部変更する。
10.この規程は、平成22年04年01日より一部変更する。
11.この規程は、平成22年11年30日より一部変更する。
12.この規程は、平成22年12年01日より一部変更する。
13.この規程は、平成23年11年01日より一部変更する。
14.この規程は、平成24年05年01日より一部変更する。
15.この規程は、平成24年12年16日より一部変更する。
16.この規程は、平成25年04年01日より一部変更する。
17.この規程は、平成25年04年16日より一部変更する。
18.この規程は、平成26年05年01日より一部変更する。
19.この規程は、平成27年04年01日より一部変更する。
20.この規程は、平成27年12年01日より一部変更する。
21.この規程は、平成27年12年16日より一部変更する。
22.この規程は、平成28年04年01日より一部変更する。
23.この規程は、平成28年10年01日より一部変更する。
24.この規程は、平成29年05年11日より一部変更する。
25.この規程は、平成30年04年01日より一部変更する。
26.この規程は、平成30年07年01日より一部変更する。
27.この規程は、平成30年08年01日より一部変更する。
28.この規程は、平成30年09年01日より一部変更する。
29.この規程は、令和02年04年01日より一部変更する。
30.この規程は、令和03年04年01日より一部変更する。
31.この規程は、令和05年05年01日より一部変更する。

6,551

⑧ー⑬　利用者負担額（円） 1913 2138 2362 2580 2808

3
割

⑧×70％　国保連給付（円） 4,463 4,987 5,511 6,020

7,487

⑧ー⑪　利用者負担額（円） 1276 1425 1575 1720 1872

2
割

⑧×80％　国保連給付（円） 5,100 5,700 6,298 6,880



32.この規程は、令和05年11年09日より一部変更する。
33.この規程は、令和06年4年01日より一部変更する。
3４.この規程は、令和06年６年0１日より一部変更する。
35.この規程は、令和07年1年15日より一部変更する。
35.この規程は、令和07年９年０１日より一部変更する。



Ｒ7.9
共生型サービス追加


